
船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第３７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月３日（日） ０８時２０分ごろ 

発生場所 香川県小豆島東方沖 

 香川県小豆島町所在の小磯
お い そ

灯標から真方位１６８°５,４００ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°３０.５′ 東経１３４°２３.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 藤原
ふじわら

丸、５トン未満 

   ２８０－３１２２６岡山、個人所有 

Ｂ プレジャーボート ＤＵＴＲＯ
デ ュ ト ロ

、５トン未満 

   ２７１－３３５１４岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部タラップに擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、小豆島東方沖でスパンカーを揚

げて船首を西北西に向け、約０.５～１.０ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で前進しながら、操舵室後方の椅子に座ってたい

の一本釣りを行っていた。 

 船長Ａは、操舵室後方の椅子に座った状態では、操舵室によって船

首方に死角（視界が制限される状態）が生じていたが、周囲の船は同

じ方向に移動しており、Ａ船は約０.５～１.０kn の速力であるので、

衝突しても損傷を生じるようなことはないと思い、立ち上がって船首

方の死角を解消するなどの見張りを行わずに釣りを続けた。 

 船長Ａは、衝突の約５秒から約１０秒前、右舷船首方操舵室上部越

しにＢ船を認めて衝突の危険を感じ、機関を後進にかけたが、平成２

５年３月３日０８時２０分ごろ、小豆島東方沖において、Ａ船の船首

部タラップと漂泊中のＢ船の左舷中央部外板とがほぼ直角に衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船首を南南

西に向けて漂泊し、船長Ｂが右舷船尾甲板で、同乗者が左舷船尾甲板

でそれぞれ右舷方を向き、釣りを行っていたところ、Ａ船と衝突し



た。 

 気象・海象 

 

本事故発生場所の南西約２１海里に位置する高松地方気象台におけ

る本事故当日０８時００分の観測値は、次のとおりであった。 

風向 西南西、風速 ２.０m/s、降水量 ０.０mm、視程 １５km 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項  船長Ａは、操舵室後方に座った状態で操舵室越しに船首方の見張り

を行っていたが、操舵室に遮られて見えにくかった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、小豆島東方沖を西北西進中、船長Ａが、周囲の船は同じ方

向に流していたので、Ａ船は約０.５～１.０kn の速力であることか

ら、万が一衝突しても損傷を生じるようなことはないと思い込み、船

首方に死角がある状態で椅子に座って釣りを行っていたことから、Ｂ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、小豆島東方沖で漂泊して釣り中、船長Ｂが、釣りを続けて

いたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小豆島東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が漂泊

して釣り中、船長Ａが船首方に死角がある状態で椅子に座って釣りを

行い、また、船長Ｂが釣りを続けていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故後、操舵室の椅子を２０cm ほど高くして見通し状

況を改善した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に死角を生じているときは、立って操船するなどして死角

を補う適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中であっても、見張りを適切に行うこと。 

 


